
県外の若者等のとっとり暮らし体験を支援する事業者を応援します！

募集取組

県外の若者等への以下の条件を満たしたプログラムの提供
①県内地域に滞在し ②働きながら
③地域住民との交流や学びの場を通じてとっとり暮らしを学ぶ

実施主体

本県内の市町村、企業、団体、個人
※就労場所・滞在場所・地域住民との交流や学びの場を一体的に提供し、滞在

をサポートできること。

補助率/上限額

補助率  ： ２/３
交付上限額 ：  県外参加者 80,000円／人

(１団体上限 800,000円)

【申請・問い合わせ先】
鳥取県庁人口戦略推進本部人口戦略課（〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０番地）
電話：0857-26-7652 ／ 電子メール：jinkou-senryaku@pref.tottori.lg.jp

（１）参加者来県旅費 ※エアサポート支援事業利用は対象外

（２）参加者の滞在に要する経費
（宿泊費、従業員寮利用料、寝具レンタル代等）

（３）参加者受入れに要する経費
（保険料、作業着、地域活動の実施や地域交流イベント開催に係る経費等）

補助対象経費

※飲食代、ガソリン代は対象外 詳しくは交付要綱をご確認ください。



会員特典

参加者側のメリット

・滞在先で働き、収入を得ることで長期間滞在できる。
・旅行では味わえない地域の実際の生活を体感できる。

受入側のメリット

・繁忙期の人手不足解消。 将来的な移住・就職の可能性も。
・外部人材と地域住民の交流による地域活性化のきっかけ作り。

→単なる労働力確保ではなく、地域のファンを増やすチャンス

事業計画例

事業主体 〇〇農園

就労内容
自社梨農園での作業

 （袋掛け・草刈り・収穫・販売・接客など）
 時給1,100円 9:00～15:00 週休３日

受入期間 令和8年６月１日～9月３０日のうち2週間程度

滞在場所
近隣ゲストハウス

 ドミトリー、共用風呂、洗濯機あり

地域との交流
・学びの場

〇〇集落の祭りに参加（準備・本番）
 近隣住民と梨ジャム作り体験
 同世代の地元住民との交流会

その他
宿泊費・来県旅費助成

 作業着 現物支給
 滞在中自転車貸与あり

（１）県外からの参加であること
（２） １日３時間以上の地域と関わる労働や地域活動、地域住民や受入団体との

交流があること
（３）２週間以上の滞在
（４）ふるさと来LOVEとっとりへの登録

補助条件

ふるさと来LOVEとっとり とは、

鳥取県をこよなく愛し、応援するファンが集う会員組織です。

会費無料

（１）県総合情報誌『とっとりNOW』を年4回お届け！
（２）特産品や観光情報が載ったパンフレットを送付
（３）航空運賃の一部を支援「エアサポート支援制度」利用可能
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